
福 井 市 建 設 工 事 等 監 察 実 施 要 領 を 制 定 す る 。  

平 成 １ ４ 年 5 月 1 日 

福 井 市 建 設 工 事 等 監 察 実 施 要 領 

 （ 趣 旨 ） 

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 福 井 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 （ こ れ に 伴 う 設 計 、 測

量 等 の 業 務 委 託 及 び 製 造 そ の 他 を 含 む 。 以 下 「 建 設 工 事 等 」 と い う 。

） の 施 行 に 係 る 違 法 又 は 不 当 な 行 為 （ 以 下 「 非 違 行 為 」 と い う 。 ） の

監 察 （ 以 下 「 監 察 」 と い う 。 ） に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

  （ 監 察 の 実 施 ） 

第 ２ 条  監 察 の 実 施 は 、 工 事 ・ 会 計 管 理 部 長 の 統 括 の 下 に 、 必 要 が あ る

と 認 め る と き は 、 い つ で も 工 事 検 査 課 長 が 行 う こ と が で き る 。  

  （ 監 察 の 対 象 ） 

第 ３ 条  監 察 は 、 建 設 工 事 等 に 係 る 契 約 の 締 結 （ 入 札 等 の 契 約 締 結 前 の

先 行 行 為 を 含 む 。 ） か ら そ の 履 行 の 完 了 ま で の 間 に お け る す べ て の 非

違 行 為 に つ い て 行 う も の と す る 。  

 （ 監 察 の 種 類 及 び 方 法 ） 

第 ４ 条  監 察 の 種 類 は 、 非 違 行 為 の 一 般 的 な 予 防 を 目 的 と し て 行 う 通 常

監 察 及 び 具 体 的 な 非 違 行 為 の お そ れ が あ る 場 合 に 当 該 非 違 行 為 を 対 象

と し て 行 う 特 別 監 察 と す る 。 た だ し 、 通 常 監 察 を も っ て 特 別 監 察 に 代

え る こ と を 妨 げ な い 。 

２  監 察 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

(1) 照 会 聴 取  関 係 機 関 、 関 係 者 そ の 他 当 該 監 察 に 関 係 す る 者 へ の 照

会 及 び 事 情 聴 取 

(2) 資 料 提 出  帳 簿 類 そ の 他 の 書 面 に よ る 資 料 の 提 出 要 求 及 び 調 査 



(3) 実 地 検 証  当 該 監 察 に 関 係 す る 現 場 等 の 確 認 及 び 調 査  

(4 ) そ の 他 必 要 に 応 じ て そ の 都 度 定 め る 方 法 

３  工 事 検 査 課 長 は 、 監 察 を 行 う に あ た り 、 当 該 監 察 に 関 係 す る 課 等 に

対 し て 必 要 な 資 料 の 提 出 及 び 報 告 を 求 め 、 又 は 必 要 な 協 力 を 要 請 す る

こ と が で き る 。 

 （ 所 要 の 措 置 ） 

第 ５ 条  工 事 検 査 課 長 は 、 監 察 の 結 果 、 当 該 非 違 行 為 が 福 井 市 の 職 員 （

地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ５ １ 号 ） 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る

一 般 職 の 地 方 公 務 員 を い う 。 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） に 係 る も の で あ

っ て 、 か つ 、 重 大 な も の で あ る 場 合 は 、 直 ち に そ の 旨 を 市 長 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。 

２  工 事 検 査 課 長 は 、 監 察 の 結 果 、 当 該 非 違 行 為 が 職 員 に 係 る も の で あ

っ て 、 か つ 、 前 項 に 規 定 す る 以 外 の 場 合 は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 市 長 に

報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

３  工 事 検 査 課 長 は 、 監 察 の 結 果 、 当 該 非 違 行 為 が 職 員 以 外 の 者 に 係 る

も の で あ る と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 建 設 工 事 等 の 施 工 を 所 管 す る 部

の 長 （ 以 下 「 工 事 担 当 部 長 」 と い う 。 ） に 通 知 し 、 所 要 の 是 正 措 置 を

求 め る も の と す る 。  

４  工 事 検 査 課 長 は 、 監 察 の 過 程 に お い て 改 善 す べ き 事 項 を 発 見 し た と

き は 、 遅 滞 な く そ の 意 見 を 付 し て 、 工 事 担 当 部 長 又 は 建 設 工 事 等 の 施

工 を 所 管 す る 課 の 長 （ 以 下 「 工 事 担 当 課 長 」 と い う 。 ） に 通 知 し 、 所

要 の 是 正 措 置 を 求 め る も の と す る 。  

５  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 通 知 に 係 る 事

項 に つ い て 改 善 措 置 を 講 じ た 工 事 担 当 部 長 又 は 工 事 担 当 課 長 は ， 遅 滞

な く 当 該 改 善 措 置 の 内 容 及 び そ の 結 果 を 工 事 検 査 課 長 に 報 告 し な け れ



ば な ら な い 。 

 （ 状 況 報 告 ） 

第 ６ 条  工 事 検 査 課 長 は 、 監 察 に 必 要 な 書 類 と し て 、 次 に 掲 げ る 事 項 に

係 る 報 告 書 を 、 当 該 事 項 に つ い て の 事 務 を 所 管 す る 課 等 の 長 に 必 要 に

応 じ て 提 出 さ せ る こ と が で き る 。 

(1) 建 設 工 事 等 に 係 る 入 札 に 関 す る 事 項 

(2) 建 設 工 事 に 係 る 工 事 計 画 書 及 び 施 工 体 制 に 関 す る 事 項 

(3) 工 事 検 査 の 実 施 に 関 す る 事 項  

(4) 建 設 工 事 に 係 る 事 故 発 生 に 関 す る 事 項 

（ 進 捗 状 況 等 の 報 告 ） 

第 ７ 条  監 察 事 務 の 進 捗 状 況 及 び そ の 結 果 は 、 直 近 の 福 井 市 公 正 入 札 調

査 等 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。  

  附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 １ ４ 年 ５ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

要 領 の 一 部 改 正 す る 。  

 附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

 

 



福 井 市 建 設 工 事 等 監 察 実 施 要 領（フロー） 
 
 
 
                                                 
                                           ・工事・会計管理部長の総括の下に、工事検査課長が行う。 
    第３条 契約の締結（入札等の契約締結前の先行行為を含む）           ・必要に応じて各工事担当課から書類の提出を求め監察を行う。 

        から履行の完了までの非違行為を監察                  ・抜打ちにより現場体制の監察行う。 

                                           ・具体的な情報又は不当な行為の事実が見受けられれば調査を行う。 

                                            

工事・会計管理部長 

工事検査課長 

 
               

                       （摘発）                             （防止） 
                   
           ・第５条１項      ・第５条３項                     ・第５条２項     ・第５条４項 

特 別 監 察 通 常 監 察

 
    市長に報告                   ・工事担当部長に通知          ・特別監察に値する事件は市長に報告・工事担当部・課長に

通知 

                                                                    
一 般 職 員 職 員 以 外 一 般 職 員 職 員 以 外 

 

・ 職務上知り得た秘密を漏らし、公務

の運営上重大な支障をきたした場合 

・ 官製談合 

・  

・ 暴力団等の介入に係ること 

・ ベーパーカンパニー等の不良及び不

適格業者に係ること 

・ 丸投げ ・入札妨害 

・ 談合等 

・ 入札及び契約等の執行状況、その結果

・ 指名に関すること（指名案から指名審

査会） 

・ 工事現場の施工管理状況（定期的・抜

打ちにより行う。） 

・ 工事現場における監察の過程にお

いて改善すべき事項を発見したと

き 

 

 


